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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子であって、
　第１導電型及び第２導電型の少なくとも１つのカソード領域が配された第１導電型のベ
ース領域、
　第２導電型の第１ウエル領域、
　第１導電型の第２ウエル領域、
　第２導電型のドリフト領域、
　第１導電型のアノード領域、及び
　アノードコンタクト、
を含む複数のセルであって、該複数のセルが導電コンタクトにより相互に接続されている
もの、を有し、
　前記セルのそれぞれが前記第１ウエル領域内に配され、前記第１ウエル領域が前記第２
ウエル領域内に配されている、
半導体素子において、
　前記素子が、縦方向で前記第２ウエル領域及び前記ドリフト領域と交差し、横方向で前
記ベース領域及び前記第１および第２ウエル領域と交差する、細長トレンチであって、前
記第２ウエル領域の全厚の一部に亘って伸びている、細長トレンチを有し、
　絶縁膜が前記トレンチの内表面を実質的に覆うように設けられ、
　第１ゲートが前記トレンチを実質的に埋めるように前記絶縁膜上に形成され、
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　前記素子が、前記素子の動作中に、前記ベース領域と前記第１ウエル領域の間の接合に
おける空乏領域が前記第１ウエル領域と前記第２ウエル領域の間の接合まで延びることが
でき、よって前記第１ウエル領域の電位を前記アノードコンタクトの電位のいかなる上昇
からも実質的に絶縁するように構成され、
　前記複数のセルの少なくとも一部のセルが作動し、前記複数のそれ以外のセルがダミー
セルとして不作動であるように構成されている、
ことを特徴とする半導体素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体素子を作製する方法において、
　第２導電型の半導体層内に前記第２ウエル領域を、残余半導体層が前記ドリフト領域を
形成するように、形成する工程、
　前記第２ウエル領域内に前記第１ウエル領域を形成する工程、
　前記第１ウエル領域内に前記ベース領域を形成する工程、及び
　前記カソード領域を形成する工程、
を含み、
　前記方法がさらに、細長トレンチを、前記トレンチが縦方向で前記第２ウエル領域及び
前記ドリフト領域と交差し、横方向で前記ベース領域及び前記第１ウエル領域と交差する
ように、形成する工程を含み、
　前記方法がさらに、半導体基板上に請求項１に記載の半導体素子を複数作製する工程で
あって、該半導体素子の一部は作動するように、それ以外の半導体素子はダミーセルとし
て作動しないように構成する工程を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記トレンチの各々が前記カソード領域の各々の形成に先立って形成されることを特徴
とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　半導体基板上に、複数の、請求項１に記載の半導体素子を形成する工程であって、その
際、前記素子は１つ以上の実質的に平行な列をなして配置されるものである、工程、及び
　１つまたは複数の前記半導体素子列に実質的に直交して通る、実質的に平行な列をなす
、複数本の細長トレンチを、前記トレンチのそれぞれが縦方向で前記第２ウエル領域及び
前記ドリフト領域と交差し、横方向で少なくとも１つの半導体素子の前記ベース領域及び
前記第１ウエル領域と交差するように、形成する工程、
を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも１本のトレンチが、横方向で、前記半導体素子のそれぞれの前記第１ウエル
領域及び前記第２ウエル領域と交差することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１本のトレンチが前記第２ウエル領域の全厚を貫通しないことを特徴と
する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１本のトレンチが横方向で前記第２ウエル領域の全厚を貫通して前記ド
リフト領域に延び込むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１本のトレンチの前記内表面上に絶縁層を形成する工程及び前記トレンチの
それぞれを実質的に埋めるように構成されたゲートを形成する工程をさらに含むことを特
徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの前記素子列の前記素子のそれぞれが作動するように構成されることを
特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
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　一つおきの前記素子列の前記素子のそれぞれが作動するように構成され、残余素子列の
前記素子がダミーセルと指定されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項１１】
　半導体構造において、実質的に平行な素子列をなして配置された、複数の、請求項１に
記載の半導体素子を含み、前記半導体素子列に実質的に直交する、実質的に平行な列をな
して配置された複数本のトレンチを有し、前記トレンチのそれぞれが、前記素子列のそれ
ぞれの前記素子の、縦方向で前記第２ウエル領域及び前記ドリフト領域と交差し、横方向
で前記ベース領域、前記第１ウエル領域及び前記第２領域と交差し、前記トレンチの少な
くとも１本の前記内表面を実質的に覆うように絶縁膜が設けられ、前記少なくとも１本の
トレンチを実質的に埋めるようにゲートが前記絶縁膜上に形成されており、前記素子の少
なくとも一部が作動し、それ以外の前記素子がダミーセルとして作動しないように構成さ
れていること、特徴とする半導体構造。
【請求項１２】
　一つおきの前記素子列の前記素子のそれぞれが作動するように構成され、残余素子列の
前記素子がダミーセルと指定されることを特徴とする請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１３】
　複数の前記セル及び／または前記素子が接続領域によって相互に接続されてクラスター
をなしていることを特徴とする請求項１１に記載の半導体構造。
【請求項１４】
　前記接続領域が１本以上のトレンチを含むことを特徴とする請求項１３に記載の半導体
構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＭＯＳ－バイポーラ素子に関し、さらに詳しくは、クラスター化絶縁ゲートバ
イポーラトランジスタ（ＣＩＧＢＴ）及びその作製のためのプロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、小電力用途及び中電力用途にはパワー金属酸化物電界効果トランジスタ（ＭＯＳ
ＦＥＴ）が用いられてきた。しかし、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）が
、そのより低いオン状態電力損失及びより大きい電流密度により、一層優れたスイッチン
グ性能を可能にすることがわかってきた。ＩＧＢＴの電力定格は徐々に大きくなっていて
、高電圧直流（ＨＤＶＣ）インバータシステム及びトラクション伝導装置制御のような中
電力用途においてサイリスタを置き換えると予想される。
【０００３】
　ＭＯＳゲート型サイリスタ（ＭＧＴ）素子は、より小さい順方向電圧降下及び改善され
た電流密度を示すから、トランジスタ型素子に対する有望な代替と見なされてきた。特許
文献１に説明されるＣＩＧＢＴは、全ての動作条件下で高アノード電圧からカソードセル
を保護する独特のセルフクランピング機能をもつ、ＭＯＳゲート型サイリスタ素子である
。このセルフクランピング機能は、高ゲートバイアス時の電流飽和も可能にし、低スイッ
チング損失も提供し、その低オン状態電圧及び高電圧遮断能力はＣＩＧＢＴをＩＧＢＴへ
の代替として極めて好適にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０１／１８８７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、ＣＩＧＢＴ技術を用いる、カソードセル構造及びその作製方法を提供
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することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明にしたがえば、
　第１及び第２の導電型の内の少なくとも１つのカソード領域がその中に配されていて、
導電コンタクトによって相互に接続されている、第１の導電型のベース領域、
　第２導電型の第１ウエル領域、
　第１導電型の第２ウエル領域、
　第２導電型のドリフト領域、
　第１導電型のアノード領域、及び
　アノードコンタクト、
を含む少なくとも１つのセルを有し、
　それぞれのセルが第１ウエル領域内に配され、第１ウエル領域が第２ウエル領域内に配
されている、
半導体素子が提供され、
　素子は、縦方向で第２ウエル領域及びドリフト領域と交差し、横方向でベース領域及び
第１ウエル領域と交差する、細長トレンチを有し、
　絶縁膜がトレンチの内表面を実質的に覆うように設けられ、
　ゲートがトレンチを実質的に埋めるように絶縁膜上に設けられ、
　素子は、素子の動作中に、ベース領域と第１ウエル領域の間の接合における空乏領域が
第１ウエル領域と第２ウエル領域の間の接合まで延びることができ、よって第１ウエル領
域の電位をアノードコンタクトの電位のいかなる上昇からも実質的に絶縁するように構成
される。
【０００７】
　本発明の第１の実施形態例において、トレンチは横方向で第１ウエル及び第２ウエルと
交差するように構成され、この場合、トレンチは、必要に応じて、第２ウエル領域の全厚
を貫通してドリフト領域に延び込むことができるか、またはできない。したがって、トレ
ンチは第２ウエル領域に必ずしも延び込めるとは限らないが、延び込む場合には、第２ウ
エル内で終端することができ、あるいは第２ウエルの全厚を貫通してドリフト領域に延び
込むことができる。これは、例えば、所要の素子特性及びプロセス上の制約に依存する。
【０００８】
　本発明にしたがえば、上で定めた半導体素子を作製する、
　第２導電型の半導体層内に第２ウエル領域を、残余半導体層がドリフト領域を形成する
ように、形成する工程、
　第２ウエル領域内に第１ウエル領域を形成する工程、
　第１ウエル領域内にベース領域を形成する工程、及び
　カソード領域を形成する工程、
を含む方法も提供し、方法はさらに、
　細長トレンチを、縦方向で第２ウエル領域及びドリフト領域と交差し、横方向でベース
領域及び第１ウエル領域と交差するように、形成する工程、
を含む。
【０００９】
　本発明の一実施形態例において、方法はさらに、
　複数の、請求項１に記載の半導体素子を一枚の半導体基板上に形成する工程、素子は１
つ以上の実質的に平行な列をなして配置される、及び
　それぞれのトレンチが縦方向で第２ウエル領域及びドリフト領域と交差し、横方向で少
なくとも１つの半導体素子のベース領域及び第１ウエル領域と交差するように、半導体素
子の１つ以上の列に実質的に直交して通る、実質的に平行な列をなす、複数本の細長トレ
ンチを形成する工程、
を含む。
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【００１０】
　少なくとも１本のトレンチは横方向でそれぞれの半導体素子の第１ウエル領域及び第２
ウエル領域と交差するように構成することができるが、それらのトレンチは第２のウエル
領域の全厚を貫通しないことが好ましい。
【００１１】
　方法はさらに、それぞれのトレンチの内表面上に絶縁層を形成する工程及びそれぞれの
トレンチを実質的に埋めるように構成されたゲートを形成する工程を含むことができる。
【００１２】
　本発明の一実施形態例において、それぞれの素子または少なくとも１つの素子列は作動
するように構成することができる。
【００１３】
　しかし、本発明の別の例においては、一部の素子だけが作動するように構成することが
でき、残余不作動素子はダミーセルと指定される。例えば、一つおきの素子列のそれぞれ
の素子は作動するように構成することができ、残余素子列の素子はダミーセルと指定され
る。
【００１４】
　本発明の範囲は、実質的に平行な素子列をなして配置された、上に定められたような複
数の半導体素子を有し、半導体素子列に実質的に直交する、実質的に平行な列をなして配
置された複数本のトレンチを含み、それぞれのトレンチが、それぞれの素子列の素子の、
縦方向で第２ウエル領域及びドリフト領域と交差し、横方向で少なくとも１つの半導体素
子のベース領域、第１ウエル領域及び第２ウエル領域と交差するように構成されて、絶縁
膜がトレンチの内の少なくとも１本の内表面を実質的に覆うように設けられ、ゲートが少
なくとも１本のそのようなトレンチを実質的に埋めるように絶縁膜上に形成されている、
半導体構造に及ぶ。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１ａ】図１ａは、本発明の一実施形態例にしたがう、カソード構造の簡略な部分前断
面図である。
【図１ｂ】図１ｂは本発明の一実施形態例にしたがう、ダミートレンチを有するカソード
構造の簡略な部分側断面図である。
【図１ｃ】図１ｃは複数のカソードセルをもつ構造の簡略な平面図である。
【図２ａ】図２ａは、本発明の一実施形態例にしたがう、カソード配置形状の簡略な平面
図である。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明の別の実施形態例にしたがう、カソード配置形状の簡略な平
面図である。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明のまた別の実施形態例にしたがう、カソード配置形状の簡略
な平面図である。
【図２ｄ】図２ｄは、本発明のまた別の実施形態例にしたがう、カソード配置形状の簡略
な平面図である。
【図２ｅ】図２ｅは、本発明のまた別の実施形態例にしたがう、カソード配置形状の簡略
な平面図である。
【図２ｆ】図２ｆは複数のカソードセルをもつ構造の、単一基板上に複数のカソードセル
をどのようにしてまとめて構築できるかを説明する、平面図である。
【図２ｇ】図２ｇは、明確にするため、接続トレンチが省略されている、図２ａの配置形
状の平面図である。
【図３ａ】図３ａは、本発明の一実施形態例にしたがう、素子の作製プロセスの様々な段
階の一つを説明する簡略な断面図である。
【図３ｂ】図３ｂは、本発明の一実施形態例にしたがう、素子の作製プロセスの様々な段
階の一つを説明する簡略な断面図である。
【図３ｃ】図３ｃは、本発明の一実施形態例にしたがう、素子の作製プロセスの様々な段
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階の一つを説明する簡略な断面図である。
【図３ｄ】図３ｄは、本発明の一実施形態例にしたがう、素子の作製プロセスの様々な段
階の一つを説明する簡略な断面図である。
【図３ｅ】図３ｅは、本発明の一実施形態例にしたがう、素子の作製プロセスの様々な段
階の一つを説明する簡略な断面図である。
【図３ｆ】図３ｆは、トレンチの構成を説明するための、本発明の一実施形態例にしたが
う素子の単セルの簡略な平面図である。
【図４】図４は本発明の一実施形態例にしたがう素子の相対ドーピングプロファイルを示
す。
【図５】図５は、クラスターを接続するためのプレーナゲートの使用を示す、本発明の一
実施形態例にしたがう構造を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態例を、単なる例として、添付図面を参照してここで説明する。
【００１７】
　図面の図１ａを参照する。図１ａでは、本発明の一実施形態例にしたがって作製された
セルの内部構造を説明するために、コンタクト層、アノード領域及びアノードコンタクト
が、またカソード領域も、省略されている。したがって、図１ａは、一般には単結晶シリ
コンの、半導体材料の基体の一部１０を示す。素子は、上表面にカソードセルのパターン
を設けるためにそれを通して拡散がなされるＮ型シリコンから作製された、ＮＰＴ（非パ
ンチスルー）素子である。ＰＴ（パンチスルー）技術及び／またはフィールドストップ（
ＦＳ）技術も本発明の範囲内にある。
【００１８】
　素子構造は、Ｐウエル２０が拡散でつくり込まれるＮドリフト領域２４を有する。素子
は、Ｐウエル内に垂直方向にも水平方向にも広がり、したがって、使用において、主電流
経路内に広がるであろう、Ｐ領域２０ｂを残すように、Ｐウエル２０内に拡散でつくり込
まれるＮウエル２２をさらに有する。領域２０ｂはＭＯＳＦＥＴゲート１４０が上に重な
るチャネルを与える。図１ａ，１ｂ及び１ｃにおいて、ゲート酸化物は黒地で示される。
【００１９】
　Ｎウエル２２内に、カソードセルのクラスターが、トレンチで分離されて、設けられる
。それぞれのセルは構造が同じであり、よってそれらの内の１つだけが詳細に説明される
。すなわち、それぞれのセルはＮウエル２２内に拡散でつくり込まれた浅いＰベース３２
を有する。
【００２０】
　本発明の一実施形態にしたがう素子に対する相対ドーピングプロファイルが図面の図４
に示される。
【００２１】
　拡散は全て、例えば複数の通常のリソグラフィ工程を用い、上表面を通してなされる。
これらの拡散を達成するために用いられる特定のプロセスは本発明に必須ではなく、拡散
領域を得るためのいずれか既知のプロセスを用いることができ、したがって、そのプロセ
スのいかなる詳細もこれ以上説明されることはない。しかし、これらの領域に選択的にま
たはそうではなしに関わる、エピタキシーのような、成長プロセスでこの素子構造を形成
することが可能であり、このプロセスが、特に炭化シリコン素子のような広バンドギャッ
プ素子に、ただし排他的ではなしに、適用可能であることは、当業者によって認められる
であろう。
【００２２】
　図面の図１ｂを次に参照すれば、先述したように、Ｎウエルはカソードセルのクラスタ
ーを収め、それぞれのセルは同じ対称構造を有する。セルは、それぞれのセルのゲート構
造によって交差される単Ｐベース領域３２に形成される。ゲート構造は、表面２６からエ
ッチングで掘り込まれ、表面からＰウエル領域２０に延び込む、トレンチ４０を有する。
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別の実施形態において、トレンチ４０はＮウエル領域にしか延び込まないか、あるいはＰ
ウエルの厚さを貫通してドレイン領域２０に延び込む。多結晶シリコンゲート３８がトレ
ンチ内に配され、ゲート酸化物３３によって隣接するシリコン材料から絶縁される。
【００２３】
　本発明の一実施形態例において、トレンチゲートの形成後、Ｐ＋領域３４が選択拡散に
よってＰベース３２につくり込まれ、次いで、Ｎ＋カソード領域３６が拡散でＰ＋領域３
４につくり込まれる。カソード領域はＰ＋ベース領域３４と非整流性接合を形成する。別
の実施形態例において、Ｐ＋領域３４及びカソード領域３６はトレンチ４０の形成前に形
成され、よって、Ｐ＋領域３４及びカソード領域３６を、またＰベース領域３２及びＮウ
エル２２も、貫通するようにトレンチを形成することができる。
【００２４】
　したがって、いずれの場合にも、表面に隣接して、Ｎ＋領域３６がベース材料３２内に
形成される。領域１３２ａ及び１３２ｂはそれぞれ、各々がＰウエル２０の領域１２２に
ソース３６及びドレインを有する、ＭＯＳＦＥＴのチャネルをゲートによって与える。ゲ
ートはＰウエルに被着されたカソード／ソースコンタクト金属膜（１４０：図１ａ）から
の電気伝導を制御する。図１ｂにおいて、カソードコンタクトはぞれぞれのソース領域３
６まで広がる金属膜によって与えられ、表面２６においてコンタクトはＮ＋領域３６とＰ
ベース３４の間のＰＮ接合をまたぐことに気付くであろう。
【００２５】
　Ｐ＋アノード領域１４がドリフト領域２４の下表面上に形成され、アノードコンタクト
１６がアノード領域１４につくられる。
【００２６】
　いくつかの場合、カソードセルのＮウエルと隣接セルのＮウエルの間の離隔を大きくす
るため、構造内にいわゆる「ダミーセル」を設けることが必要になり得る。これは図１ｂ
に示されるように単に１つのセルを含めることにより、ただしそのセルをフローティング
のままにするかまたは接地し、したがって不作動にすることによって達成され得る。ダミ
ーセルにおいて、ｎ＋領域はない。それゆえ、ダミーセルをカソードに接続してもしなく
ても差し支えない。これらのダミーセルはクラスター内に離ればなれに分散させることが
できる。さらに、作動セル内のいくつかのトレンチ４０ａは「ダミートレンチ」と指定す
ることができる。これは図１ｂの構成において、単にダミートレンチとして指定されたト
レンチに対するカソードコンタクト３７を省略して、それらを休止状態または不作動のま
まにすることによって達成される。構造内のダミーセルの数及び作動セル内のダミートレ
ンチの数は、設計、用いられる製造プロセス及び所要の素子特性に依存する。しかし、カ
ソードセル構造におけるダミーセルの使用により、オン状態損失とターンオフ損失の間の
トレードオフを改善され得ることが示されている。上述したように、ダミーセルはフロー
ティングのままにするかまたは接地することができる。ダミーセル及びダミートレンチは
まとめて接地するかまたはフローティングのままにしておくことができる。ダミートレン
チもフローティングのままにしておくことができる。
【００２７】
　上述した素子に用いるための可能な多くの様々なトレンチ構成が思い描かれる。図面の
図２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ及び２ｅをここで参照すれば、４つの異なる可能なストライプ
型カソード配置形状が示されている。図２ａは、全カソードが「活」コンポーネントであ
るように、１００％がコンタクトであり、軸に沿ってダミーコンポーネントが全く設けら
れていない、ストライプ型構造を示す。これは、（他のカソードクラスターへの）接続ト
レンチが省略されている、図面の図２ｇに一層明確に示される。図２ｂは活性セル毎に１
つのダミーセルがある場合を示し、トレンチ４０間の黒地領域３００がダミー領域である
。図示される構成において、ダミーはＹ軸に沿って配置される。図２ｃは単位トレンチ毎
に２つのダミーがある場合を示し、図２ｄは単位トレンチ毎に３つのダミーがある場合を
示す。
【００２８】
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　図２ｅはダミー３００がトレンチ４０に直交して配置されている場合を示す。
【００２９】
　カソードクラスターはまとめて構築することができる。例えば、図面の図１ｃ及び２ｆ
を参照すれば、カソードセルのブロック１００間に複数本の平行「ストライプ」またはト
レンチ４０があるストライプ型構成が示され、それぞれのセルにはゲートコンタクト（図
示せず）のセットが与えられ、それぞれのセルはゲートコンタクトにより、トレンチ１０
２を介して、電源に接続される。これらの接続トレンチが図示される態様で、すなわち縦
方向及び／または横方向にデバイスにかかるように、構成される必要はないことは了解さ
れるであろう－多数の別の構成、例えばジグザグパターンが思い浮かび、本発明はこの点
に関して全く限定されない。用いられる特定の装置の負荷条件に依存して、多くのトレン
チゲートをクラスター間に分散させることができる。しかし、図２ｂにでは「活」ブロッ
ク間により広いスペースがあり、図２ｃ及び２ｄでもスペースはやはり広い。これらのス
ペースに「ダミー」トレンチは必ずしも必要ではない。しかし、エッチング及びリソグラ
フィの容易さを含む、作製上の制約により、設計毎にリソグラフィまたはエッチングのマ
スクを変えなければならなくなることを避けるためには、これが望ましいことであり得る
。全ての構成において、図１ｂに示されるように、同じトレンチが、縦方向でそれぞれの
素子のドリフト領域及びＰウエル領域と交差し、また横方向でベース領域、Ｎウエル領域
及びＰウエル領域とも交差することがわかる。
【００３０】
　図面の図５に示されるように、クラスターセルを接続するためにプレーナゲートが用い
られ得ることは了解されるであろう。
【００３１】
　図１ｂをさらに参照すれば、ゲートに閾電圧より大きい正バイアスを印加すると、カソ
ードＭＯＳＦＥＴがオンになり、Ｎドリフト領域２４に電子が供給される。アノード電圧
がバイポーラ立ち上がり電圧より大きいと、正孔がアノードから注入される。しかし、正
孔が直接にカソード領域に流れ込む経路はない。この結果、Ｐウエル領域２０の電位が高
くなる。Ｎ領域２２の濃度は素子の総合性能に重要な役割を果たし、電荷蓄積ＩＧＢＴ（
ＣＳ－ＩＧＢＴ）の場合のように、正孔に対する障壁を形成するに必要な臨界値より大き
い。制御ゲートがオンであれば、Ｎウエル２２はＮウエル領域に形成された蓄積領域及び
Ｐベース領域３２内の反転チャネルを介してカソード電位に結合される。ＰウエルとＮウ
エルの接合の電位差が内蔵電位より大きくなると、サイリスタが動作し始めることになる
。
【００３２】
　サイリスタがオンになると、Ｎウエル２２／Ｐウエル２０の電位はアノード電圧のさら
なる上昇とともに高くなる。この電位上昇によりＰベース３２／Ｎウエル２２空乏領域が
拡大する。Ｎウエル２２の濃度はＰベース３２の濃度より低いから、空乏領域は主にＮウ
エル領域内に広がる。（ドーピング濃度、Ｎウエル深さ、Ｐベース深さ及びＭＯＳチャネ
ル飽和特性によって決定される）ある電圧において、空乏領域はＰウエル／Ｎウエル接合
２３に接触し、この点において素子はクランプされる。このセルフクランピング機能が、
以降のアノード電位のいかなる上昇もＰウエル２０／Ｎドリフト領域２４だけにかけて降
下することを保証する。
【００３３】
　素子のターンオフ性能はＩＧＢＴのターンオフ性能と同様である。制御ゲートがオフに
なると、セルフクランピングがおこるまで、Ｐベース３２／Ｎウエル２２にかかる電位が
上昇する。クランプされてしまうと、Ｐウエル２０の幅が広いという性質がＰベース領域
３２，３４への正孔の有効な収集を可能にする。
【００３４】
　クラスター化絶縁ゲートバイポーラトランジスタの、Ｐウエル及びドリフト領域と縦方
向に交差し、ベース、Ｎウエル及びＰウエル領域と横方向に交差するように単一の細長ト
レンチが用いられる、他の構造が思い描かれることは了解されるであろう。本発明はこの
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点に関して限定されるつもりはない。
【００３５】
　図面の図３ａから３ｈを参照してここで作製プロセスの一例を説明する。すなわち、図
３ａを参照すれば、プロセスは上表面２０１及び、上表面２０１と表裏をなす、下表面２
０２を有するｎ型半導体２００の作製をもって始まる。次に、図３ｂに示されるように、
ｎ型半導体２００の上表面２０１を通して、例えば、フォトリソグラフィ及びイオン注入
により、Ｐウエル層２２０が形成される。図面の図３ｃを参照すれば、Ｐウエル層２２０
内に、同じく構造の上表面２０１を通して、例えば、フォトリソグラフィ及びイオン注入
により、Ｎウエル層２２２が形成される。図３ｄには、Ｎウエル層２２２内に、同じく上
表面を通し、同じく、例えば、フォトリソグラフィ及びイオン注入を用いて、形成された
Ｐベース層２３２が見られる。
【００３６】
　次に図面の図３ｅを参照すれば、例えば、ドライエッチングにより、ゲートとしてはた
らくことになるトレンチ２４０が選択的に形成される。これらのトレンチ２４０は横方向
にＰベース層２３２、Ｎウエル層２２２及びＰウエル層２２０と交差するように形成され
るが、トレンチはＮウエル領域２２２内で終端することができ、あるいはＰウエル領域２
２０を貫通してドリフト領域に延び込むことができる。トレンチは、図３ｆの簡略な平面
図に示されるように、縦方向に、基板２００、Ｐウエル層２２０及びＮウエル層２２２と
も交差する。一実施形態例において、トレンチゲートの形成後にＰ＋層２３４及びカソー
ド層２３６が形成されるが、これらの層はトレンチの形成に先立って形成され得る。
【００３７】
　図３ｅに戻って参照すれば、トレンチ２４０の内表面がゲート酸化物（絶縁膜２４２）
で覆われ、トレンチを埋めるようにゲート電極２４４がゲート酸化膜２４２上に形成され
る。ゲート電極２４４は、例えば、化学的気相成長法（ＣＶＤ）のような、当業者に既知
のいずれか適するプロセスにより、ドープト多結晶シリコンで形成することができる。ト
レンチ開口を覆って絶縁膜（図示せず）が選択的に形成され、次いで基板の上表面を覆っ
てカソード電極（図示せず）が形成される。
【００３８】
　最後に、ｎ型基板２００の下表面２０２上にＮ＋バッファ層（図示せず）が、必要であ
れば、形成され、Ｐアノード層が形成される。しかし、ＮＰＴ技術においてバッファ層は
必要ではないことが了解されるであろう。
【００３９】
　素子のそれぞれの領域及び層が形成される態様に本発明が限定されるとは決して意図さ
れていないことは了解されるであろう。多くの適する堆積方法、エッチング方法及び注入
方法の内のいずれか１つは当業者には明らかであろうし、それらは全て本発明の範囲内に
入るとされる。
【符号の説明】
【００４０】
　２０　　Ｐウエル
　２０ｂ　　Ｐ領域
　２２　　Ｎウエル
　２３　　Ｐウエル／Ｎウエル接合
　２４　　Ｎドリフト領域
　２６　　表面
　３２　　Ｐベース
　３３　　ゲート酸化物
　３４　　Ｐ＋領域
　３６　　Ｎ＋カソード領域
　３７　　カソードコンタクト
　３８　　多結晶シリコンゲート
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　４０，４０ａ，１０２　　トレンチ
　１００　　カソードセルブロック
　１３２ａ，１３２ｂ　　チャネル領域
　１４０　　ＭＯＳＦＥＴゲート
　２００　　ｎ型半導体基板
　２２０　　Ｐウエル層
　２２２　　Ｎウエル層
　２３２　　Ｐベース層
　２３４　　Ｐ＋層
　２３６　　カソード層
　２４０　　トレンチ
　２４２　　ゲート酸化膜
　２４４　　ゲート電極
　３００　　ダミー領域

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】
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【図２ｅ】 【図２ｆ】
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